
（ 1 ）

目

次

告

示
新
た
に
生
じ
た
土
地
の
確
認
及
び
字
の
区
域
の
変
更

（
市

町

村

課
）

一

介
護
保
険
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

の
指
定

（
高
齢
者
福
祉
課
）

一

児
童
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
支
援
事
業
所
の
名

称
の
変
更

（
障
害
者
福
祉
課
）

二

児
童
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
支
援
事
業
所
の
所

在
地
の
変
更

（

〃

）

二

身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
支
援
事
業

所
の
名
称
の
変
更

（

〃
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二

身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
支
援
事
業

所
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所
在
地
の
変
更

（

〃
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三

知
的
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
支
援
事
業

所
の
名
称
の
変
更

（

〃

）

三

知
的
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
支
援
事
業

所
の
所
在
地
の
変
更

（

〃

）

三

農
業
振
興
地
域
の
指
定
の
一
部
改
正
（
五
件
）

（
農

業

経

営

課
）

四

平
成
十
五
年
度
定
期
種
畜
検
査
に
合
格
し
た
種
畜

（
畜

産

振

興

課
）

五

平
成
十
五
年
度
地
方
の
臨
時
種
畜
検
査
の
実
施

（

〃

）

九

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
縦
覧

（
農

村

整

備

課
）
一
〇

県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

（

〃

）
一
〇

保
安
林
予
定
森
林
（
三
件
）

（
森

林

整

備

課
）
一
〇

解
除
予
定
保
安
林

（

〃

）
一
一

漁
業
災
害
補
償
法
の
規
定
に
基
づ
く
同
意

（
水

産

課
）
一
二

漁
調
委
指
示

定
置
漁
業
の
保
護
区
域
の
設
定
（
二
件
）

（

〃

）
一
三

告

示

島
根
県
告
示
第
六
百
九
十
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
百
六
十
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
西
郷
町
長
か
ら
次
の
と
お
り
新
た
に
生
じ
た
土
地
を
確
認
し
、
字
の
区
域
を
変
更
す
る
旨

の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
九
条
の
五
第
二
項
及
び
第
二
百
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
六
百
九
十
五
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す

る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義
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毎
週
火

金
曜
日
発
行

〇

〇

第
一
、
四
九
九
号

平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

（
火
曜
日
）

新
た
に
土
地
が
生
じ
た
場
所

面

積

編
入
先
の
字

隠
岐
郡
西
郷
町
大
字
犬
来
字
小
井
江
一
一
一

番
一
か
ら
同
大
字
字
前
田
一
四
七
番
一
に
至

る
地
先
の
公
有
水
面
埋
立
地

四
、
二
四
六

四
七
平

方
メ
ー
ト
ル

大
字
犬
来
字
小
井
江

（
た
だ
し
、
右
地
番
は
、
平
成
十
年
九
月
二
十
五
日
現
在
の
も
の
で
あ
る
。
）



（ 2 ）

島
根
県
告
示
第
六
百
九
十
六
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
二
十
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

指
定
居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
、
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
名
称
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
二
十
一
条
の
二
十
三
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
六
百
九
十
七
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
二
十
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

指
定
居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
、
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
二
十
一
条
の
二
十
三
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
六
百
九
十
八
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
七
条
の
二
十
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
、
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
名
称
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
十
七
条
の
二
十
三
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義
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事
業
者
の
名
称

指
定
し
た

事

業

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

松
江
保
健
生
活
協

同
組
合

通
所
介
護

ふ
れ
あ
い
診
療
所

松
江
市
西
津
田
七

－

一
四－

二
一

平
成
十
五
年
八
月

十
日

事
業
所
の
名
称

事
業
者
の
名
称

事
業
の

種
類

変
更
年
月
日

変

更

前

変

更

後

社
会
福
祉
法
人

島
根
県
社
会
福
祉

事
業
団

居
宅
介
護

島
根
県
立
厚
生
セ
ン

タ
ー

あ
い
あ
い

厚
生
セ
ン
タ
ー

あ

い
あ
い

平
成
十
五
年
四

月
一
日

社
会
福
祉
法
人

山
陰
家
庭
学
院

短
期
入
所

松
江
学
園
は
ば
た
き

指
定
知
的
障
害
児
者

短
期
入
所
事
業
所

指
定
知
的
障
害
児
者

短
期
入
所
事
業
所

み
の
り
の
家

平
成
十
五
年
四

月
一
日

社
会
福
祉
法
人

島
根
県
社
会
福
祉

事
業
団

短
期
入
所

知
的
障
害
者
更
生
施

設

島
根
県
立
光
風

園

光
風
園

平
成
十
五
年
四

月
一
日

社
会
福
祉
法
人

島
根
県
社
会
福
祉

事
業
団

短
期
入
所

島
根
県
立
清
風
園

清
風
園

平
成
十
五
年
四

月
一
日

社
会
福
祉
法
人

島
根
県
社
会
福
祉

事
業
団

短
期
入
所

島
根
県
立
緑
風
園

緑
風
園

平
成
十
五
年
四

月
一
日

事
業
所
の
所
在
地

事
業
者
の
名
称

事
業
の

種
類

事
業
所
の
名
称

変
更
年
月
日

変

更

前

変

更

後

特
定
非
営
利
活
動

法
人

コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
サ
ポ
ー
ト
い

ず
も

居
宅
介
護
特
定
非
営
利
活
動

法
人

コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
サ
ポ
ー
ト
い

ず
も

出
雲
市
稗
原
町

二
九
二
三

出
雲
市
里
方
町

一
一
六

平
成
十
五
年

五
月
一
日

特
定
非
営
利
活
動

法
人
あ
い
の
会

居
宅
介
護
あ
い
の
会

那
賀
郡
三
隅
町

向
野
田
三
四
〇
那
賀
郡
三
隅
町

三
隅
二
五
二

平
成
十
五
年

四
月
一
日

サ
ン
キ

ウ
エ
ル

ビ
ィ
株
式
会
社

居
宅
介
護
サ
ン
キ

ウ
エ
ル

ビ
ィ
介
護
セ
ン
タ

ー
出
雲

出
雲
市
塩
冶
有

原
町
一－

四
〇

－

二

出
雲
市
姫
原
一

丁
目
五－

二

平
成
十
五
年

六
月
二
十
四

日
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島
根
県
告
示
第
六
百
九
十
九
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
七
条
の
二
十
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
、当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
十
七
条
の
二
十
三
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
七
百
号

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
二
十
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

の
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
、
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
名
称
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
十
五
条
の
二
十
三
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
七
百
一
号

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
二
十
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

の
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
、
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
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事
業
所
の
名
称

事
業
者
の
名
称

事
業
の

種
類

変
更
年
月
日

変

更

前

変

更

後

社
会
福
祉
法
人

島
根
県
社
会
福
祉

事
業
団

居
宅
介
護

島
根
県
立
厚
生
セ
ン

タ
ー

あ
い
あ
い

厚
生
セ
ン
タ
ー

あ

い
あ
い

平
成
十
五
年
四

月
一
日

社
会
福
祉
法
人

島
根
県
社
会
福
祉

事
業
団

短
期
入
所

島
根
県
立
厚
生
セ
ン

タ
ー

晴
雲
寮

厚
生
セ
ン
タ
ー

晴

雲
寮

平
成
十
五
年
四

月
一
日

事
業
所
の
所
在
地

事
業
者
の
名
称

事
業
の

種
類

事
業
所
の
名
称

変
更
年
月
日

変

更

前

変

更

後

特
定
非
営
利
活
動

法
人

コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
サ
ポ
ー
ト
い

ず
も

居
宅
介
護
特
定
非
営
利
活
動

法
人

コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
サ
ポ
ー
ト
い

ず
も

出
雲
市
稗
原
町

二
九
二
三

出
雲
市
里
方
町

一
一
六

平
成
十
五
年

五
月
一
日

特
定
非
営
利
活
動

法
人
あ
い
の
会

居
宅
介
護
あ
い
の
会

那
賀
郡
三
隅
町

向
野
田
三
四
〇
那
賀
郡
三
隅
町

三
隅
二
五
二

平
成
十
五
年

四
月
一
日

サ
ン
キ

ウ
エ
ル

ビ
ィ
株
式
会
社

居
宅
介
護
サ
ン
キ

ウ
エ
ル

ビ
ィ
介
護
セ
ン
タ

ー
出
雲

出
雲
市
塩
冶
有

原
町
一－

四
〇

－

二

出
雲
市
姫
原
一

丁
目
五－

二

平
成
十
五
年

六
月
二
十
四

日

石
見
銀
山
農
業
協

同
組
合

居
宅
介
護
Ｊ
Ａ
石
見
銀
山
ホ

ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

大
田
市
長
久
町

長
久
ロ
二
六
五

－

一
四

大
田
市
長
久
町

長
久
ハ
五
六－

一

平
成
十
五
年

六
月
二
十
七

日

事
業
所
の
名
称

事
業
者
の
名
称

事
業
の

種
類

変
更
年
月
日

変

更

前

変

更

後

社
会
福
祉
法
人

島
根
県
社
会
福
祉

事
業
団

居
宅
介
護

島
根
県
立
厚
生
セ
ン

タ
ー

あ
い
あ
い

厚
生
セ
ン
タ
ー

あ

い
あ
い

平
成
十
五
年
四

月
一
日

社
会
福
祉
法
人

山
陰
家
庭
学
院

短
期
入
所

松
江
学
園
は
ば
た
き

指
定
知
的
障
害
児
者

短
期
入
所
事
業
所

指
定
知
的
障
害
児
者

短
期
入
所
事
業
所

み
の
り
の
家

平
成
十
五
年
四

月
一
日

社
会
福
祉
法
人

島
根
県
社
会
福
祉

事
業
団

短
期
入
所

知
的
障
害
者
更
生
施

設

島
根
県
立
光
風

園

光
風
園

平
成
十
五
年
四

月
一
日

杜
会
福
祉
法
人

島
根
県
社
会
福
祉

事
業
団

短
期
入
所

島
根
県
立
清
風
園

清
風
園

平
成
十
五
年
四

月
一
日

社
会
福
祉
法
人

島
根
県
社
会
福
祉

事
業
団

短
期
入
所

島
根
県
立
緑
風
園

緑
風
園

平
成
十
五
年
四

月
一
日



（ 4 ）

同
法
第
十
五
条
の
二
十
三
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
七
百
二
号

農
業
振
興
地
域
の
指
定
（
昭
和
四
十
七
年
島
根
県
告
示
第
八
百
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

五

鹿
島
地
域
の
項
中
「
大
字
片
句
の
中
国
電
力
島
根
原
子
力
発
電
所
用
地
」
を
「
大
字
片
句

大

字
御
津
の
中
国
電
力
島
根
原
子
力
発
電
所
用
地
」
に
改
め
る
。

島
根
県
告
示
第
七
百
三
号

農
業
振
興
地
域
の
指
定
（
昭
和
四
十
六
年
島
根
県
告
示
第
八
百
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

五

掛
合
地
域
の
項
中
「
第
一
二
〇
の
各
林
班
の
う
ち
の
保
安
林
で
囲
ま
れ
た
区
域
」
の
下
に
、
「
、

大
字
多
根

大
字
松
笠
の
ゴ
ル
フ
場
用
地
」
を
加
え
る
。

十

浜
田
地
域
の
項
中
「
浜
田
城
跡
第
二
種
特
別
地
域
」
の
下
に
、
「
、
久
代
町

上
府
町
の
ゴ
ル

フ
場
用
地
」
を
加
え
る
。

島
根
県
告
示
第
七
百
四
号

農
業
振
興
地
域
の
指
定
（
昭
和
四
十
五
年
島
根
県
告
示
第
二
百
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

四

斐
川
地
域
の
項
中
「
ウ
平
成
十
二
年
斐
川
町
告
示
第
三
十
九
号
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
出
雲
都
市
計

画
用
途
地
域
」
の
下
に
、
「
、
エ
平
成
元
年
十
一
月
十
七
日
運
輸
省
告
示
第
六
百
四
十
八
号
に
よ

り
定
め
ら
れ
た
出
雲
空
港
用
地
、
オ
大
字
沖
洲
の
う
ち
出
雲
空
港
用
地
と
宍
道
湖
に
囲
ま
れ
た
区

域
、
カ
大
字
学
頭

大
字
神
庭
の
ゴ
ル
フ
場
用
地
」
を
加
え
る
。

七

益
田
地
域
の
項
中
「
大
字
高
津
字
松
崎

大
字
喜
阿
弥
字
若
山
の
国
有
林
」
の
下
に
、
「
、
平

成
五
年
五
月
二
十
七
日
運
輸
省
告
示
第
三
百
二
十
号
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
石
見
空
港
用
地
」
を
加

え
る
。

島
根
県
告
示
第
七
百
五
号

農
業
振
興
地
域
の
指
定
（
昭
和
四
十
五
年
島
根
県
告
示
第
八
百
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

五

瑞
穂
地
域
の
項
中
「
四
四
大
経
第
二
〇
六
四
号
で
登
録
さ
れ
た
畑
ケ
迫
国
有
林
（
第
一
〇
二
〇
林

班
）
」
の
下
に
、
「
、
（ ）カ
大
字
上
亀
谷

大
字
下
亀
谷
の
ゴ
ル
フ
場
用
地
」
を
加
え
る
。
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事
業
所
の
所
在
地

事
業
者
の
名
称

事
業
の

種
類

事
業
所
の
名
称

変
更
年
月
日

変

更

前

変

更

後

特
定
非
営
利
活
動

法
人

コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
サ
ポ
ー
ト
い

ず
も

居
宅
介
護
特
定
非
営
利
活
動

法
人

コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
サ
ポ
ー
ト
い

ず
も

出
雲
市
稗
原
町

二
九
二
三

出
雲
市
里
方
町

一
一
六

平
成
十
五
年

五
月
一
日

特
定
非
営
利
活
動

法
人
あ
い
の
会

居
宅
介
護
あ
い
の
会

那
賀
郡
三
隅
町

向
野
田
三
四
〇
那
賀
郡
三
隅
町

三
隅
二
五
二

平
成
十
五
年

四
月
一
日

サ
ン
キ

ウ
エ
ル

ビ
ィ
株
式
会
社

居
宅
介
護
サ
ン
キ

ウ
エ
ル

ビ
ィ
介
護
セ
ン
タ

ー
出
雲

出
雲
市
塩
冶
有

原
町
一－

四
〇

－
二

出
雲
市
姫
原
一

丁
目
五－

二

平
成
十
五
年

六
月
二
十
四

日
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島
根
県
告
示
第
七
百
六
号

農
業
振
興
地
域
の
指
定
（
昭
和
四
十
六
年
島
根
県
告
示
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

二

西
郷
地
域
の
項
中
「
大
満
寺
山
系
特
別
地
域
（
第
一
種
、
第
二
種
）
」
の
下
に
、
「
、
平
成
九
年

運
輸
省
告
示
第
三
百
三
十
一
号
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
隠
岐
空
港
用
地
」
を
加
え
る
。

島
根
県
告
示
第
七
百
七
号

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
く
平
成
十
五
年
度
定

期
種
畜
検
査
に
合
格
し
た
種
畜
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

平成15年 8 月26日 第1,499号島 根 県 報

血

統

種
畜
証
明
書

番

号

検
査
月
日

名
前
（
登
録

登
記
番
号
）

品

種

生
年
月
日

産

地

父

検
査

成
績

所
有
者

の
区
分

飼
養
者
の
住
所
氏
名

母

半
血
腫

成
福

平
一
五
島
根
県

一
第
一
号

一
五

五

二
六

栄
福

馬半
血
腫
（
輓
系
）

Ｈ
八

五

三

島
根
県
隠
岐
郡

知
夫
村

級
外

農
協
有

島
根
県
隠
岐
郡
西
ノ
島
町

隠
岐
ど
う
ぜ
ん
農
協
協
同

組
合

半
血
腫

栄
富

ブ
ル

砲
月

平
一
五
島
根
県

一
第
二
号

一
五

五

二
六

秀
山
六

〃半
血
腫
（
輓
系
）

Ｈ
一
一

五

一

二

島
根
県
隠
岐
郡

西
ノ
島
町

級
外

農
協
有

島
根
県
隠
岐
郡
西
ノ
島
町

隠
岐
ど
う
ぜ
ん
農
協
協
同

組
合

半
血
腫

秀
月
五

半
血
腫

菜
訓

平
一
五
島
根
県

一
第
三
号

一
五

五

二
六

長
春

〃半
血
腫
（
輓
系
）

Ｈ
九

四

二

三

島
根
県
隠
岐
郡

西
ノ
島
町

級
外

農
協
有

島
根
県
隠
岐
郡
西
ノ
島
町

隠
岐
ど
う
ぜ
ん
農
協
協
同

組
合

半
血
腫

若
槻

半
血
腫

菜
訓

平
一
五
島
根
県

一
第
四
号

一
五

五

二
六

若
桜
2－

8

〃半
血
腫
（
輓
系
）

Ｈ
八

五

六

島
根
県
隠
岐
郡

西
ノ
島
町

級
外

農
協
有

島
根
県
隠
岐
郡
西
ノ
島
町

隠
岐
ど
う
ぜ
ん
農
協
協
同

組
合

半
血
腫

若
桜
2

ブ
ル

青
革

平
一
五
島
根
県

一
第
五
号

一
五

五

二
六

邦
文

（
日
馬
繋
〇
〇
四
）

〃半
血
腫
（
輓
系
）

Ｓ
五
六

五

六

島
根
県
隠
岐
郡

西
ノ
島
町

級
外

農
協
有

島
根
県
隠
岐
郡
西
ノ
島
町

隠
岐
ど
う
ぜ
ん
農
協
協
同

組
合

半
血
腫

栄
山

半
血
腫

若
桜
2－

8

平
一
五
島
根
県

一
第
六
号

一
五

五

二
六

隠
岐
桜

〃半
血
腫
（
輓
系
）

Ｈ
一
〇

六

一

〇

島
根
県
隠
岐
郡

西
ノ
島
町

級
外

農
協
有

島
根
県
隠
岐
郡
西
ノ
島
町

隠
岐
ど
う
ぜ
ん
農
協
協
同

組
合

松
雲
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福
桜

平
一
五
島
根
県

一
第
七
号

一
五

五

二
六

隠
岐
福
平

（
全
和
黒
一
三
四
四
八
）

牛黒
毛
和
種

Ｈ
一
二

一
二

二
四

島
根
県
出
雲
市

二
級

個
人
有

島
根
県
隠
岐
郡
西
ノ
島
町

竹
谷

確

み
ゆ
き

第
7
糸
桜

平
一
五
島
根
県

一
第
八
号

一
五

五

二
七

清
福
桜

（
全
和
黒
原
三
七
七
一
）

〃黒
毛
和
種

Ｈ
一
〇

八

一

五

島
根
県
飯
石
郡

三
刀
屋
町

一
級

県
有

島
根
県
大
原
郡
木
次
町

島
根
県
立
種
畜
セ
ン
タ
ー

き
よ
ふ
く

花
桜

平
一
五
島
根
県

一
第
九
号

一
五

五

二
七

花
富
桜

（
全
和
黒
原
三
七
七
〇
）

〃黒
毛
和
種

Ｈ
一
〇

八

八

島
根
県
仁
多
郡

横
田
町

一
級

県
有

島
根
県
大
原
郡
木
次
町

島
根
県
立
種
畜
セ
ン
タ
ー

か
ね
と
み
1
1

第
七
糸
桜

平
一
五
島
根
県

一
第
一
〇
号

一
五

五

二
七

第
7
福
桜

（
全
和
黒
原
三
六
九
一
）

〃黒
毛
和
種

Ｈ
一
〇

二

一

〇

島
根
県
仁
多
郡

仁
多
町

一
級

県
有

島
根
県
大
原
郡
木
次
町

島
根
県
立
種
畜
セ
ン
タ
ー

第
5
や
す
は
る

北
国
7
の
8

平
一
五
島
根
県

一
第
一
一
号

一
五

五

二
七

佐
比
売

（
全
和
黒
原
四
二
八
六
）

〃黒
毛
和
種

Ｈ
一
三

一
〇

二
〇

島
根
県
大
田
市

一
級

県
有

島
根
県
大
原
郡
木
次
町

島
根
県
立
種
畜
セ
ン
タ
ー

き
た
ぐ
に
5
の
1

藤
桜

平
一
五
島
根
県

一
第
一
二
号

一
五

五

二
七

素
戔
鳴

（
全
和
黒
原
四
二
八
五
）

〃黒
毛
和
種

Ｈ
一
三

一
〇

二
〇

島
根
県
仁
多
郡

横
田
町

一
級

県
有

島
根
県
大
原
郡
木
次
町

島
根
県
立
種
畜
セ
ン
タ
ー

ゆ
き
し
ま

糸
晴
波

平
一
五
島
根
県

一
第
一
三
号

一
五

五

二
七

糸
安
茂

（
全
和
黒
原
三
七
〇
三
）

〃黒
毛
和
種

Ｈ
一
〇

一

三

〇

島
根
県
出
雲
市

二
級

県
有

島
根
県
大
原
郡
木
次
町

島
根
県
立
種
畜
セ
ン
タ
ー

み
よ
し
1
1

北
国
7
の
8

平
一
五
島
根
県

一
第
一
四
号

一
五

五

二
七

桜
北
国

（
全
和
黒
原
三
六
九
〇
）

〃黒
毛
和
種

Ｈ
一
〇

一

二

七

島
根
県
出
雲
市

二
級

県
有

島
根
県
大
原
郡
木
次
町

島
根
県
立
種
畜
セ
ン
タ
ー

や
す
ひ
ろ

平
茂
勝

平
一
五
島
根
県

一
第
一
五
号

一
五

五

二
七

平
純
勝

（
全
和
黒
原
三
七
七
四
）

〃黒
毛
和
種

Ｈ
一
〇

一
二

二
八

島
根
県
能
義
郡

広
瀬
町

二
級

県
有

島
根
県
大
原
郡
木
次
町

島
根
県
立
種
畜
セ
ン
タ
ー

ひ
ば
な
み
し
ょ
う

平
茂
勝

平
一
五
島
根
県

一
第
一
六
号

一
五

五

二
七

平
糸
勝

（
全
和
黒
原
三
七
七
五
）

〃黒
毛
和
種

Ｈ
一
〇

六

一

六

島
根
県
出
雲
市

一
級

県
有

島
根
県
大
原
郡
木
次
町

島
根
県
立
種
畜
セ
ン
タ
ー

い
ぎ
の
1
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平
茂
勝

平
一
五
島
根
県

一
第
一
七
号

一
五

五

二
七

平
金
勝

（
全
和
黒
原
三
七
七
二
）

〃黒
毛
和
種

Ｈ
一
〇

一
〇

二
三

島
根
県
出
雲
市

二
級

県
有

島
根
県
大
原
郡
木
次
町

島
根
県
立
種
畜
セ
ン
タ
ー

い
ぎ
の
1

茂
重
桜

平
一
五
島
根
県

一
第
一
八
号

一
五

五

二
七

温
泉
華

（
全
和
黒
原
四
二
八
四
）

〃黒
毛
和
種

Ｈ
一
三

五

二

五

島
根
県
邇
摩
郡

温
泉
津
町

二
級

県
有

島
根
県
大
原
郡
木
次
町

島
根
県
立
種
畜
セ
ン
タ
ー

し
も
は
な

北
国
7
の
8

平
一
五
島
根
県

一
第
一
九
号

一
五

五

二
七

瑞
国

（
全
和
〇
二
子
受
卵
島
黒
三
七

〇
〇
一
七
）

〃黒
毛
和
種

Ｈ
一
四

一

二

五

島
根
県
簸
川
郡

佐
田
町

二
級

個
人
有

島
根
県
大
原
郡
大
東
町

青
砥

俊
夫

こ
と
ひ
ら
7

北
国
7
の
8

平
一
五
島
根
県

一
第
二
〇
号

一
五

五

二
七

福
北
6

（
全
和
〇
二
子
島
黒
一
七
〇
二

〇
六
）

〃黒
毛
和
種

Ｈ
一
四

一

一

四

島
根
県
簸
川
郡

佐
田
町

二
級

個
人
有

島
根
県
大
原
郡
大
東
町

青
砥

俊
夫

み
の
り

第
7
糸
桜

平
一
五
島
根
県

一
第
二
一
号

一
五

五

二
七

第
7
美
桜

（
全
和
〇
二
子
受
卵
島
黒
一
七

〇
二
二
六
）

〃黒
毛
和
種

Ｈ
一
三

一
二

三
〇

島
根
県
能
義
郡

広
瀬
町

二
級

個
人
有

島
根
県
大
原
郡
木
次
町

佐
藤

明

ひ
や
ひ
め
さ
か
え

茂
重
桜

平
一
五
島
根
県

一
第
二
二
号

一
五

五

二
七

安
英
実
1
0

（
全
和
〇
一
子
受
卵
島
黒
三
六

〇
一
五
四
）

〃黒
毛
和
種

Ｈ
一
三

六

二

八

島
根
県
出
雲
市

二
級

個
人
有

島
根
県
大
原
郡
木
次
町

佐
藤

明

ひ
ら
し
げ
5

平
茂
勝

平
一
五
島
根
県

一
第
二
三
号

一
五

五

二
七

平
幸
勝

（
全
和
〇
二
子
受
卵
島
黒
三
七

〇
〇
二
六
）

〃黒
毛
和
種

Ｈ
一
三

一
二

二
八

島
根
県
能
義
郡

広
瀬
町

二
級

個
人
有

島
根
県
仁
多
郡
横
田
町

杠

修

ひ
も
し
ば
の
り

茂
勝

平
一
五
島
根
県

一
第
二
四
号

一
五

五

二
七

茂
糸
勝

（
全
和
〇
二
子
受
卵
島
黒
三
七

〇
〇
三
〇
）

〃黒
毛
和
種

Ｈ
一
四

一

二

二

島
根
県
出
雲
市

二
級

個
人
有

島
根
県
出
雲
市

勝
部

明
美

ほ
く
こ
4

北
国
7
の
8

平
一
五
島
根
県

一
第
二
五
号

一
五

五

二
七

菊
鶴
桜

（
全
和
黒
原
四
〇
四
六
）

〃黒
毛
和
種

Ｈ
一
一

九

二

九

島
根
県
出
雲
市

二
級

個
人
有

島
根
県
出
雲
市

勝
部

明
美

き
く
つ
る
ふ
く
3

平
茂
勝

平
一
五
島
根
県

一
第
二
六
号

一
五

五

二
七

勝
茂
勝

（
全
和
〇
一
子
受
卵
島
黒
三
六

〇
〇
〇
一
）

〃黒
毛
和
種

Ｈ
一
二

一
一

二

島
根
県
出
雲
市

二
級

個
人
有

島
根
県
出
雲
市

勝
部

信
二

ほ
く
こ
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谷
福
土
井

平
一
五
島
根
県

一
第
二
七
号

一
五

五

二
七

福
昌
土
井

（
全
和
黒
一
二
九
二
八
）

〃黒
毛
和
種

Ｈ
七

一
一

二

九

兵
庫
県
多
可
郡

黒
田
庄
町

二
級

そ
の
他

島
根
県
仁
多
郡
仁
多
町

農
事
組
合
法
人

中
国
牧

場

ま
さ

安
栄

平
一
五
島
根
県

一
第
二
八
号

一
五

五

二
七

谷
福
栄

（
全
和
黒
原
三
六
八
四
）

〃黒
毛
和
種

Ｈ
九

三

一
八

島
根
県
八
束
郡

宍
道
町

二
級

そ
の
他

島
根
県
仁
多
郡
仁
多
町

農
事
組
合
法
人

中
国
牧

場

ふ
く
う
ち
よ
し
8

福
昌
土
井

平
一
五
島
根
県

一
第
二
九
号

一
五

五

二
七

第
7
糸
昌

（
全
和
黒
原
四
〇
四
九
）

〃黒
毛
和
種

Ｈ
一
一

五

一

五

島
根
県
仁
多
郡

仁
多
町

二
級

そ
の
他

島
根
県
仁
多
郡
仁
多
町

農
事
組
合
法
人

中
国
牧

場

よ
し
は
る

安
福
1
6
5
の
9

平
一
五
島
根
県

一
第
三
〇
号

一
五

五

二
七

花
福
平

（
全
和
〇
二
子
受
卵
島
黒
三
七

〇
〇
七
一
）

〃黒
毛
和
種

Ｈ
一
四

四

二

八

島
根
県
安
来
市

二
級

そ
の
他

島
根
県
仁
多
郡
仁
多
町

農
事
組
合
法
人

中
国
牧

場

か
つ
み

平
茂
勝

平
一
五
島
根
県

一
第
三
一
号

一
五

五

二
七

池
紋
平

（
全
和
〇
一
子
島
黒
一
六
四
三

九
一
）

〃黒
毛
和
種

Ｈ
一
三

一
二

二
四

島
根
県
安
来
市

二
級

個
人
有

島
根
県
安
来
市

池
田

進

い
け
す
す

安
福
1
6
5
の
9

平
一
五
島
根
県

一
第
三
二
号

一
五

五

二
八

松
2
1
4

（
全
和
黒
一
二
八
八
〇
）

〃黒
毛
和
種

Ｈ
八

九

一
七

北
海
道
勇
払
郡

早
来
町

二
級

そ
の
他

島
根
県
大
田
市

有
限
会
社

島
根
農
場

ま
つ
ひ
め

茂
重
桜

平
一
五
島
根
県

一
第
三
三
号

一
五

五

二
八

茂
城
1
4

（
全
和
〇
二
子
島
黒
一
七
〇
一

八
七
）

〃黒
毛
和
種

Ｈ
一
四

一

二

六

島
根
県
大
田
市

二
級

独
立
行

政
法
人

有

島
根
県
大
田
市

独
立
行
政
法
人

近
畿
中
国
四
国
農
業
研
究

セ
ン
タ
ー

い
ぎ
の
1

茂
重
桜

平
一
五
島
根
県

一
第
三
四
号

一
五

五

二
八

茂
花
1
4

（
全
和
〇
二
子
島
黒
一
七
〇
一

八
八
）

〃黒
毛
和
種

Ｈ
一
四

二

七

島
根
県
大
田
市

二
級

独
立
行

政
法
人

有

島
根
県
大
田
市

独
立
行
政
法
人

近
畿
中
国
四
国
農
業
研
究

セ
ン
タ
ー

く
ま
は
な
3
の
2

〇
六
Ａ
八
一

平
一
五
島
根
県

一
第
三
五
号

一
五

五

二
八

Ｂ
六
五
一

豚雑
種

Ｈ
一
二

八

一

五

宮
城
県
加
美
郡

小
野
田
町

級
外

そ
の
他

島
根
県
江
津
市

有
限
会
社

島
根
種
豚
供

給
セ
ン
タ
ー

一
七
Ｂ
九
一

一
一
Ａ
六
二

平
一
五
島
根
県

一
第
三
六
号

一
五

五

二
八

Ｄ
五
〇
八

〃雑
種

Ｈ
一
三

一
〇

三

宮
城
県
加
美
郡

小
野
田
町

級
外

そ
の
他

島
根
県
江
津
市

有
限
会
社

島
根
種
豚
供

給
セ
ン
タ
ー

三
〇
Ｂ
〇
六
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島
根
県
告
示
第
七
百
八
号

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
十
五
年
度
地
方
の
臨
時
種
畜
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
規
則
（
昭

平成15年 8 月26日 第1,499号島 根 県 報

一
四
Ａ
四
一

平
一
五
島
根
県

一
第
三
七
号

一
五

五

二
八

Ｅ
二
九
三

〃雑
種

Ｈ
一
四

三

二

一

宮
城
県
加
美
郡

小
野
田
町

級
外

そ
の
他

島
根
県
江
津
市

有
限
会
社

島
根
種
豚
供

給
セ
ン
タ
ー

三
九
Ｂ
四
三

一
四
Ａ
〇
七

平
一
五
島
根
県

一
第
三
八
号

一
五

五

二
八

Ｅ
五
三
〇

〃雑
種

Ｈ
一
四

四

一

一

宮
城
県
加
美
郡

小
野
田
町

級
外

そ
の
他

島
根
県
江
津
市

有
限
会
社

島
根
種
豚
供

給
セ
ン
タ
ー

一
七
Ｂ
九
一

一
四
Ａ
四
五

平
一
五
島
根
県

一
第
三
九
号

一
五

五

二
八

Ｅ
九
三
一

〃雑
種

Ｈ
一
四

七

一

五

宮
城
県
加
美
郡

小
野
田
町

級
外

そ
の
他

島
根
県
江
津
市

有
限
会
社

島
根
種
豚
供

給
セ
ン
タ
ー

四
一
Ｂ
六
三

茂
重
桜

平
一
五
島
根
県

一
第
四
〇
号

一
五

五

二
八

球
磨
川

（
全
和
黒
原
四
三
一
八
）

牛黒
毛
和
種

Ｈ
一
三

一

六

島
根
県
出
雲
市

一
級

個
人
有

島
根
県
益
田
市

椋
木

健
次

ま
つ
ひ
か
り

安
福
1
6
5
の
9

平
一
五
島
根
県

一
第
四
一
号

一
五

五

二
八

第
1
福
成

（
全
和
〇
一
子
受
卵
島
黒
三
六

〇
二
二
五
）

〃黒
毛
和
種

Ｈ
一
三

九

一

七

島
根
県
益
田
市

二
級

個
人
有

島
根
県
益
田
市

椋
木

健
次

さ
く
ら
1

安
福
5
7

平
一
五
島
根
県

一
第
四
二
号

一
五

五

二
八

椋
槇
5
7

（
全
和
〇
二
子
受
卵
島
黒
三
七

〇
〇
八
八
）

〃黒
毛
和
種

Ｈ
一
四

六

三

〇

島
根
県
益
田
市

二
級

個
人
有

島
根
県
益
田
市

椋
木

健
次

ま
き
こ

平
茂
勝

平
一
五
島
根
県

一
第
四
三
号

一
五

五

二
八

高
梅
3
2

（
全
和
〇
一
子
山
黒
一
三
五
七
）
〃黒

毛
和
種

Ｈ
一
三

一
〇

五

山
口
県
吉
敷
郡

小
郡
町

二
級

個
人
有

島
根
県
益
田
市

椋
木

健
次

か
ご
め

平
茂
勝

平
一
五
島
根
県

一
第
四
四
号

一
五

五

二
八

椋
鶴
平

（
全
和
〇
二
子
受
卵
島
黒
三
七

〇
一
五
九
）

〃黒
毛
和
種

Ｈ
一
四

七

二

九

山
口
県
鹿
足
郡

日
原
町

二
級

個
人
有

島
根
県
益
田
市

椋
木

健
次

つ
る
ふ
じ

北
国
7
の
8

平
一
五
島
根
県

一
第
四
五
号

一
五

五

二
八

北
安
国

（
全
和
〇
二
子
受
卵
島
黒
三
七

〇
一
六
〇
）

〃黒
毛
和
種

Ｈ
一
四

八

一

島
根
県
益
田
市

二
級

個
人
有

島
根
県
益
田
市

椋
木

健
次

ま
き
こ
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和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
九
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

実
施
す
る
地
域

県
内
一
円

二

実
施
期
日
及
び
場
所

平
成
十
五
年
九
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家
畜
保

健
衛
生
所
長
の
指
定
す
る
日
時
及
び
場
所

島
根
県
告
示
第
七
百
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
理
事
長
か
ら
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
つ
い
て
認
可
の
申
請
が
あ
り
、
同
条
第
九
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
の
結
果
、
土
地
改
良
事
業
計
画
を
適
当
と

決
定
し
た
か
ら
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
七
百
十
号

次
に
掲
げ
る
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
は
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
七
百
十
一
号

次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第

二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

邑
智
郡
瑞
穂
町
大
字
鱒
渕
一
三
二
二
か
ら
一
三
二
六
ま
で
、
一
三
二
六
の
一
、
三
五
九
四
の
一
、
三

六
〇
〇
の
二
、
三
六
〇
二

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

（ ）一

立
木
の
伐
採
の
方
法

1

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

2

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

3

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（ ）二

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法

期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
島
根
県
庁
及
び
瑞
穂
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。
）

島
根
県
告
示
第
七
百
十
二
号

次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
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事
業
主
体
名

事

業

名

縦
覧
に
供
す
る

書
類
の
名
称

縦
覧
の
期
間

縦
覧
の
場

所

出
雲
市
土
地

改
良
区

周
井
手
下
地
区
用
排
水
施
設
事

業
（
非
補
助
土
地
改
良
事
業
）

土
地
改
良
事
業

計
画
書
の
写
し

告
示
の
日
か
ら

二
十
一
日
間

出
雲
市
役

所

事

業

名

完

了

年

月

日

西
谷
地
区
区
画
整
理
事
業
（
県
営
農
地
環
境
整
備
事
業
）

平
成
十
四
年
五
月
九
日
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二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

仁
多
郡
横
田
町
大
字
下
横
田
字
片
平
林
一
一
九
七
、
一
二
〇
八
、
字
奥
林
一
一
九
八
、
一
一
九
九
、

一
二
〇
〇
の
一
、
一
二
〇
〇
の
二
、
一
二
〇
三
か
ら
一
二
〇
六
ま
で
、
一
二
〇
七
の
一
、
一
二
〇
七

の
二
、
大
字
小
馬
木
字
伝
兵
衛
山
二
三
二
四
、
二
三
二
五
、
二
三
二
七
、
二
三
二
七
の
一
、
二
三
二

七
の
二
、
字
高
城
坊
中
新
田
二
三
二
六
、
字
露
重
二
三
二
八
、
二
三
二
九
の
一
、
二
三
二
九
内
一
、

二
三
二
九
の
二
、
二
三
二
九
の
三
、
字
陰
地
仁
右
エ
門
谷
二
三
三
〇
、
字
大
谷
岩
ノ
谷
二
三
三
二
の

一
か
ら
二
三
三
二
の
五
ま
で
、
字
陰
地
岩
ノ
谷
二
三
三
三
の
一
、
二
三
三
三
の
二
、
字
陰
地
長
畑
二

三
三
四
の
一
か
ら
二
三
三
四
の
四
ま
で
、
字
陰
地
成
以
後
二
三
三
五
、
字
陰
地
シ
ビ
タ
レ
以
後
二
三

三
六
、
字
陰
地
小
屋
ノ
谷
二
三
三
七
の
一
、
二
三
三
七
の
二
、
二
三
三
七
内
二
、
二
三
三
七
の
三
、

字
陰
地
赤
刎
二
三
三
八
の
一
、
二
三
三
八
の
二
、
二
三
三
九
、
字
陰
地
奥
新
田
二
三
四
二
、
字
陰
地

割
谷
二
三
四
三
、
字
陰
地
奥
新
田
右
平
二
三
四
四
、
字
陰
地
王
子
ケ
谷
二
三
五
一

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

（ ）一

立
木
の
伐
採
の
方
法

1

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

2

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

3

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（ ）二

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法

期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
島
根
県
庁
及
び
横
田
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。
）

島
根
県
告
示
第
七
百
十
三
号

次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
と
し
た
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

飯
石
郡
掛
合
町
大
字
穴
見
七
三
二
の
一
四
、
七
三
二
の
一
五
、
七
四
四
の
三
、
七
四
五
の
五

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

（ ）一

立
木
の
伐
採
の
方
法

1

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

2

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

3

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（ ）二

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法

期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
島
根
県
庁
及
び
掛
合
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。
）

島
根
県
告
示
第
七
百
十
四
号

次
の
保
安
林
を
解
除
予
定
保
安
林
と
し
た
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

簸
川
郡
多
伎
町
大
字
小
田
二
六
三
五
の
一
、
二
六
三
五
の
四

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

風
害
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅
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島
根
県
告
示
第
七
百
十
五
号

次
の
加
入
区
の
漁
業
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）

第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
百
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

加
入
区
の
名
称

浜
田
市
加
入
区

二

加
入
区
の
区
域

は
ま
だ
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
浜
田
市
の
区
域

三

漁
業
の
区
分

漁
業
災
害
補
償
法
に
規
定
す
る
加
入
区
の
設
定
（
平
成
十
四
年
島
根
県
告
示
第
千
九
十
一
号
）
の
十

三
の
項
漁
業
の
区
分
欄
12
に
掲
げ
る
漁
業
の
区
分

漁
業
調
整
委
員
会
指
示

島
根
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
二
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十

五
年
九
月
一
日
定
置
漁
業
権
の
保
護
区
域
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

平
成
十
年
島
根
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
一
号
は
廃
止
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

島
根
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長

伊

藤

裕

一
に
掲
げ
る
定
置
漁
業
権
に
基
づ
く
敷
設
漁
具
（
身
網
及
び
垣
網
）
の
周
囲
で
あ
っ
て
、
二
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
漁
法
に
よ
り
当
該
定
置
漁
業
に
著
し
い
支
障
を

与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

定
置
漁
業
権
の
免
許
番
号
及
び
漁
場
の
位
置

免
許
番
号

漁
場
の
位
置

定
第
一
号

八
束
郡
美
保
関
町
大
字
美
保
関
早
見
ガ
鼻
地
先

定
第
二
号

八
束
郡
美
保
関
町
大
字
七
類
九
島
高
西
ノ
浜
地
先

定
第
三
号

八
束
郡
美
保
関
町
大
字
片
江
大
崎
鼻
地
先

定
第
四
号

八
束
郡
美
保
関
町
大
字
笠
浦
津
ノ
和
鼻
地
先

定
第
五
号

八
束
郡
島
根
町
大
字
野
井
築
島
地
先

定
第
六
号

八
束
郡
島
根
町
大
字
野
井
築
島
地
先

定
第
七
号

八
束
郡
島
根
町
大
字
多
古
種
子
島
地
先

定
第
八
号

八
束
郡
島
根
町
大
字
多
古
、
多
古
鼻
地
先

定
第
九
号

八
束
郡
島
根
町
大
字
加
賀
馬
島
地
先

定
第
十
号

八
束
郡
島
根
町
大
字
大
芦
角
グ
リ
地
先

定
第
十
一
号

八
束
郡
鹿
島
町
大
字
御
津
地
先

定
第
十
三
号

八
束
郡
鹿
島
町
大
字
手
結
ネ
タ
キ
鼻
地
先

定
第
十
四
号

八
束
郡
鹿
島
町
大
字
手
結
寺
島
地
先

定
第
十
五
号

平
田
市
美
保
町
地
先

定
第
十
六
号

平
田
市
塩
津
町
地
先

定
第
十
七
号

平
田
市
十
六
島
町
水
尻
地
先

定
第
十
八
号

簸
川
郡
大
社
町
大
字
杵
築
西
字
湊
原
地
先

定
第
十
九
号

簸
川
郡
多
伎
町
大
字
小
田
字
小
田
西
地
先

定
第
三
十
一
号

邇
摩
郡
温
泉
津
町
大
字
湯
里
地
先

定
第
三
十
二
号

江
津
市
嘉
久
志
町
地
先

定
第
三
十
三
号

浜
田
市
外
ノ
浦
町
地
先

定
第
三
十
四
号

那
賀
郡
三
隅
町
大
字
折
居
地
先

定
第
三
十
五
号

益
田
市
高
津
町
地
先

定
第
三
十
六
号

益
田
市
小
浜
町
地
先

定
第
三
十
七
号

益
田
市
飯
浦
町
地
先

二

保
護
区
域
及
び
漁
法
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隠
岐
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
一
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十

五
年
九
月
一
日
定
置
漁
業
権
の
保
護
区
域
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

平
成
十
年
隠
岐
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
一
号
は
廃
止
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

隠
岐
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長

屋

田

孝

治

一
に
掲
げ
る
定
置
漁
業
権
に
基
づ
く
敷
設
漁
具
（
身
網
及
び
垣
網
）
の
周
囲
で
あ
っ
て
、
二
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
漁
法
に
よ
り
当
該
定
置
漁
業
に
著
し
い
支
障
を

与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

定
置
漁
業
権
の
免
許
番
号
及
び
漁
場
の
位
置

免
許
番
号

漁
場
の
位
置

定
第
五
十
一
号

隠
岐
郡
五
箇
村
大
字
久
見
池
尻
鼻
地
先

定
第
五
十
二
号

隠
岐
郡
五
箇
村
大
字
北
方
地
先

二

保
護
区
域
及
び
漁
法

一

定
置
漁
業
権
の
免
許
番
号
及
び
漁
場
の
位
置

免
許
番
号

漁
場
の
位
置

定
第
五
十
三
号

隠
岐
郡
都
万
村
大
字
南
方
地
先

定
第
五
十
六
号

隠
岐
郡
西
ノ
島
町
浦
郷
三
度
地
先

二

保
護
区
域
及
び
漁
法

一

定
置
漁
業
権
の
免
許
番
号
及
び
漁
場
の
位
置

免
許
番
号

漁
場
の
位
置

定
第
五
十
五
号

隠
岐
郡
海
士
町
大
字
崎
地
先

定
第
五
十
七
号

隠
岐
郡
西
ノ
島
町
大
字
浦
郷
小
桂
島
地
先

定
第
五
十
八
号

隠
岐
郡
西
ノ
島
町
大
字
浦
郷
珍
崎
地
先

定
第
五
十
九
号

隠
岐
郡
西
ノ
島
町
大
字
浦
郷
地
先

二

保
護
区
域
及
び
漁
法

一

定
置
漁
業
権
の
免
許
番
号
及
び
漁
場
の
位
置

免
許
番
号

漁
場
の
位
置

定
第
五
十
四
号

隠
岐
郡
海
士
町
大
字
豊
田
地
先

二

保
護
区
域
及
び
漁
法
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区

域

（
メ
ー
ト
ル
）

漁

法

前
面
（
両
口
の
場
合
は
端
口
の
広
い
側
を
言
う
。）

五
〇
〇

後
面
（
両
口
の
場
合
は
端
口
の
狭
い
側
を
言
う
。）

二
〇
〇

網

沖
合

二
〇
〇

前
面
（
両
口
の
場
合
は
端
口
の
広
い
側
を
言
う
。）

二
〇
〇

後
面
（
両
口
の
場
合
は
端
口
の
狭
い
側
を
言
う
。）

一
五
〇

釣
及
び
延
縄

沖
合

一
五
〇

区

域
（
メ
ー
ト
ル
）

漁

法

口

両
面

五
〇
〇

各
種
網
、
一
本
釣
、
ひ
き
縄
釣
及
び
延
縄

両

沖
合

三
〇
〇

区

域
（
メ
ー
ト
ル
）

漁

法

口

両
面

一
〇
〇
〇

各
種
網
、
一
本
釣
、
ひ
き
縄
釣
及
び
延
縄

両

沖
合

三
〇
〇

区

域
（
メ
ー
ト
ル
）

漁

法

口

両
面

四
〇
〇

各
種
網
、
一
本
釣
、
ひ
き
縄
釣
及
び
延
縄

両

沖
合

二
〇
〇
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平
成
十
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刷
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区

域
（
メ
ー
ト
ル
）

漁

法

口

両
面

三
〇
〇

各
種
網
、
一
本
釣
、
ひ
き
縄
釣
及
び
延
縄

両

沖
合

三
〇
〇


